
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和６年５月２７日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 山田けんたろう

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

カスタマーハラスメントについて

⑴ カスタマーハラスメントに対する本市の考え方はどの

ようか。

⑵ 本市のカスタマーハラスメントと思われる事例の発生

状況と現在の対応はどのようか。

⑶ 今後の本市のカスタマーハラスメントに対する方針と

対策はどのようか。また、市民や市内の事業者をカスタ

マーハラスメントから守るための考えはあるか。

⑷ 市公共施設に設置しているご意見箱への投書や、市ホ

ームページの「ご意見・問い合わせ」等に市民から寄せ

られる意見や問い合わせの傾向やその後の回答等の取り

扱いはどのようか。

２

プール施設等市内小中学校施設の今後について

⑴ 現在、使用されていないプール施設の状況はどのよう

か。

⑵ プール施設の今後の在り方をどのように考えている

か。

⑶ プール施設の利活用の手法、事例を研究しているか。

⑷ 現在、プール施設以外で維持管理が課題になってい

る、また今後課題となることが予想される学校施設はあ

るか。



⑸ 本市の人口推計を踏まえ、小中学校施設の将来の在り

方をどのように考えているか。

３

市民の安心安全について

⑴ 横断歩道に設置する「押しボタン式横断明示標識」の

導入について市の考えを伺う。

⑵ Ｎ-バスにＧＰＳ端末を整備し、リアルタイムの走行

位置情報を地図上で確認できるバスロケーションシステ

ムの導入について市の考えを伺う。

⑶ ごみ収集車の車両の運転を含む安全管理について現在

の取り組みを伺う。

４

長久手市の観光について

⑴ 今年３月に、ジブリパークで新たに「魔女の谷」もオ

ープンし、現計画上のフルオープンとなり、更に国内外

の多くの方が 長久手に訪れるとされているが、現状を

どのように分析し、本市の観光にどのように活かしてい

くか。

⑵ 本年度から新設された観光商工課の設置目的と担いは

どのようか。

⑶ 一般社団法人長久手市観光交流協会の担いと観光商工

課との連携をどのようにしていくか。

⑷ 同じく、観光商工課と長久手市商工会との連携及び市

として長久手市商工会へ期待するものは何か。

⑸ 本市のふるさと納税返礼品の開発状況と、方針はどの

ようか。

⑹ 本市の観光ＰＲ大使及び観光ＰＲキャラクターを検討

したことはあるか。


